
[事案 22－116]  配当金請求  

・平成 23年 5月 31 日  裁定終了 

＜事案の概要＞ 

勧誘時に提示された設計書記載の配当予想金額と実際の配当金額の差異が大きいことに

納得できないとして、設計書記載の金額を支払うよう求め申立てがあったもの。 

＜申立人の主張＞ 

平成 4年に加入した 20年満期の養老保険（満期保険金 500 万円）について、現在の説明

では満期時受取額は約 501 万円とのことだが、加入時に設計書で説明された満期時受取額

は配当金を含め 735万円であった。 

下記理由により納得できないので、設計書記載の「満期時お受取額」735 万円（「積立配

当金」235万円と「満期保険金」500万円の合計）を支払って欲しい。 

(1) 設計書は契約書に相当するものであり、単なる営業案内ではない。 

(2) 設計書の下部に小さく、配当数値は「今後変動（上下）することがあります。した

がって、将来のお支払額をお約束するものではありません。」と記載されているが、

余りにその差異が大きく理解・納得できない。 

＜保険会社の主張＞ 

下記のとおり、設計書記載の配当金の支払いを保証していない以上、申立人の請求に応

じることはできない。 

(1) 設計書の配当予想金額の下部には、「記載の配当数値については、当商品の営業案内に

もご説明のとおり、今後変動（上下）することがあります。したがって、将来のお支

払額をお約束するものではありませんのでご注意ください。」と記載されている。 

(2) 当時の「ご契約のしおり」にも「パンフレット等に記載されている配当金額は、直近

の決算による支払配当率を仮に使用して試算した計算数値であり、今後の経済情勢な

どにより変動（増減）しますので将来のお支払額を保証するものではありません。」と

記載されている。 

＜裁定の概要＞ 

裁定審査会では、申立人の主張の根拠は、設計書記載の積立配当金額の支払いをすること

が申立契約の内容になっていると主張するものと解し、申立書、答弁書等書面の内容にも

とづいて審理した。 

審理の結果、設計書記載の積立配当金額の支払いをすることが申立契約の内容になって

いるということはできないため、申立内容を認めることはできないことから、指定（外国）

生命保険業務紛争解決機関「業務規程」第 37条にもとづき、裁定書にその理由を明らかに

して裁定手続を終了した。 

(1) 保険契約は、いわゆる附合契約【注】で、約款の記載にしたがって契約内容が定めら

れ、申立契約の「ご契約のしおり 約款」によれば、「配当金額は、直近の決算による

支払い配当率を仮りに使用して計算した試算数値であり、今後の経済情勢などにより



変動（増減）しますので将来のお支払額を保証するものではありません」と記載され

ており、配当金の多寡は経済情勢などにより影響されるものとして、確定金額を支払

うものとはされていない。 

従って、設計書に記載された積立配当金は、あくまでも設計書作成当時の実績に基づ

き算定された数値であって、設計書に記載された確定金額を支払うことを内容とする

ものではない。 

(2) 設計書にも、設計書記載の金額を支払うことを約する文言はなく、「※記載の配当数値

については、当商品の営業案内にもご説明のとおり、今後変動（上下）することがあ

ります。したがって、将来のお支払額をお約束するものではありませんのでご注意く

ださい。」との注意文言が記載されている。 

(3) また、申立人は、営業担当者が、設計書記載の積立配当金の支払いがなされるとの説

明をした旨主張しているが、約 19年前の募集時になされた説明内容については、特段

の証拠がない限り、現時点で明確にすることは困難と言わざるを得ない。よって、こ

の点についての申立人の主張を認めることはできない。 

 

【注】附合契約とは、大量かつ定型的取引において、契約当事者の一方が予め定めた契約条項（普通契約

約款）を、相手方が包括的に承認することによって成立する契約のこと。相手方は約款の各条項の内容

を具体的に知らなくても約款に拘束されると解されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


